
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  平成 28 年４月以後に行う資本的支出            

Ｑ：平成28年４月１日以後に既存の建物附

属設備に資本的支出をした場合は、どのよう

な取扱いになりますか？                                  

                                              

Ａ： 次のような取扱いになります。 

【解説】 

平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備や構築物は、定額法による償却方法に一

本化されましたので、原則として、既存の設

備に資本的支出する場合も定額法を採用する

ことになりますが、ケースによって次のよう

に取り扱われます。 

 ①旧定額法又は旧定率法を採用している場合 

  旧定額法又は旧定率法を採用している資産

に資本的支出をした場合は、その額をその

資産の取得価額に加算して旧定額法又は旧

定率法により償却することができます。 

 ②いわゆる250%定率法を採用している場合 

  いわゆる250%定率法を採用している資産に

資本的支出をした場合は、その資産と合算

することが認められませんので、定額法に

より償却することとなります。 

 ③いわゆる200%定率法を採用している場合 

  いわゆる200%定率法を採用している資産に

資本的支出をした場合は、平成28年４月１

日以後か平成28年３月31日以前かで取り扱

いが違い、４月１日以後のときはその資産

と合算することが認められず、定額法によ

り償却をします。また３月31日までのとき

は資本的支出を行った翌事業年度で本体資

産と資本的支出の帳簿価額を合算して新規

資産として償却することが認められます。 
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